
 

 

 

 

 

 

 

      第６章 海 岸       
 

 

 

 

 

 

 

港湾海岸保全施設整備事業 御手洗港蛭子地区（呉市） 





 

１ 海岸の概要 

 
本県の海岸総延長は１,１３４kmで，このうち海岸法（昭和３１年法律第１０１号）の規定に基づき 

６０１kmが海岸保全区域に指定されている。内訳は，国土交通省（河川局）所管区域６２km，国土交通省

（港湾局）所管港湾区域３６１km※，農林水産省（水産庁）所管漁港区域８２km及び農林水産省（農村振

興局）所管区域が９６km※である。 

 海岸の整備は，高潮・波浪又は地盤変動による災害から，県民の生命と財産を防護するため，未整備海岸

及び老朽化の著しい護岸，堤防の整備を重点的に促進するとともに潤いのある海岸環境を創出するため，周

辺の景観や自然資源との調和を図りながら海岸環境の整備を推進する。 

 また，平成11年の海岸法改正を受けて，従来の防護に加えて，環境，利用の調和のとれた総合的な海岸の

整備，保全及び適正な管理の推進を図るため，広島沿岸海岸保全基本計画を平成14年９月に策定した。（※ 
重複区間を含む。） 

 

(1) 海岸の管理区分 

 
        管理者 
種 別 指   定 広  島  県 

国土交通省海岸（河川局） 土木局 
   〃   （港湾局） 〃 
農林水産省海岸（水産庁） 農林水産局 

〃  （農村振興局） 

海岸保全区域の指定は知事 

〃 
 

(2) 海岸の現況    
                             （単位：km） 

所 管 省 庁 海 岸 線 延 長 要 保 全 延 長 海岸保全区域 
指 定 済 延 長 

総 数 1,133.706 739.528  601.340 

国 土 交 通 省 
（ 河 川 局 ） 302.805 137.025  61.749 

〃 
（ 港 湾 局 ） 

568.986 
 （4.594）

395.826 
  （4.594）

356.840 
（4.594） 

農 林 水 産 省 
（ 水 産 庁 ） 161.267 106.029  82.103 

〃 
（ 農 村 振 興 局 ） 

91.460 
 （4.594）

91.460 
 （4.594）

91.460 
（4.594） 

（注）平成22年度（版）海岸統計基礎資料による。 
   （ ）は，港湾局と農村振興局の重複区間で外数である。 
 

 

２ 海岸の整備方針 

 

(1) 高潮対策事業 

  高潮，波浪又は地盤変動による災害から県民の生命と財産を防護し，県土の保全を図るため，海岸保  

 全区域の指定を推進し，海岸保全施設の整備を進める。 
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３ 広島沿岸海岸保全基本計画の概要 

 
  ～自然にやさしく，くらしを守る，みんなが楽しいひろしまの海辺づくり～ 

 

(1) 背景 

平成11年５月に改正された海岸法により，防護，環境及び利用の調和のとれた海岸の保全を計画的に 

  推進し，地域の実情に応じた海岸の保全を進めていくため，新たな計画制度として，海岸の保全に関する 

  基本的な方針を国が示し，都道府県知事が海岸の保全に関する基本計画を策定することとなった。 

平成12年５月に国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき，地域の意見等を反映し，『自然にやさし 

  く，くらしを守る，みんなが楽しいひろしまの海辺づくり』を基本理念として，総合的な海岸の保全を実 

  施するための「広島沿岸海岸保全基本計画」を策定した。 
 

 (2)  広島沿岸海岸保全基本計画の概要 

① 広島沿岸における海岸保全の施策展開 

 

    

② 海岸保全基本計画の対象 

広島沿岸の海岸延長約１,１２９kmの内，要保全海岸区域の約７４０km及び一般公共海岸区域の 

   約１４０km 
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４ 平成23年度事業の内容 
（単位：千円） 

          区分 
事業名 予 算 額 対前年伸率 説    明 

高 潮 対 策 事 業 150,000 200.0% 重井海岸(尾道市)など２海岸の護岸工事等

海 岸 堤 防 等 老 朽 化 
対 策 緊 急 事 業 0 皆減  

河

川

局 
計 150,000 75.0%  

港湾海岸保全施設事業 1,111,800 80.1%
広島港（広島市）など１３港の堤防， 

護岸の改良，補強工事等 

津波・高潮危機管理 
対 策 緊 急 事 業 0 皆減  

海 岸 堤 防 等 老 朽 化 
対 策 緊 急 事 業 84,000 240.0%

福山港（福山市）など２港の護岸の老朽化

調査，対策計画策定及び対策工事 

 
 
公 
 
 
 
 
 
 
 
共 
 
 

 
港 

 

湾 
 

局 
 計 1,195,800 80.4%  

 

合 計 1,345,800 79.7%  

 

５ 海岸の維持管理 

 

県内の海岸保全区域に指定されている６０１ｋｍの海岸のうち，土木局が所掌する国土交通省（河川局・

港湾局）所管の４２３ｋｍについて，護岸や防潮扉の計画的な修繕や管理・操作を行い，海岸保全施設の機

能を維持する。 

また，海岸保全区域はもとより，それ以外の公共の海岸である一般公共海岸区域についても，海岸の適正

な利用の促進と，海岸環境の保全を図り，海岸の多様な機能が十分発揮されるよう管理する。 

                 

平成23年度海岸維持修繕実施計画 
         （単位：千円） 

区    分 種    別 予 算 額 対前年当初伸率

国 土 交 通 省 （ 河 川 局 ） 
海 岸 維 持 修 繕 費 海岸保全施設の機能維持 98,174 95.0％

国 土 交 通 省 （ 港 湾 局 ） 
海 岸 維 持 修 繕 費 〃 629,828 95.0％

 注：国土交通省（港湾局）海岸維持修繕費は，港湾維持修繕費を含めた額である。 
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